
参考資料１

(財)北海道女性協会が実施する事業の検証等について

１ 検 証

評 価 意 見 等

・北海道女性協会に対する補助金について、男女平等参画社会を推進する■事務事業評価

中で道の補助目的を明確化すること。

・団体に対する補助金は団体の自立を促す観点から大幅な削減を検討する

こと。

・ 北海道男女平等参画推進条例」の制定に併せて、本施設を施策推進の■公共施設評価 「

拠点施設として位置付けているが、現状では、女性に比べ男性の利用が

少ないなど、必ずしも男女平等参画を推進するとする施設の設置目的に

沿った利用とは言い難い面もあることから、今後の施策の推進方向や拠

点施設の機能など、男女平等参画社会の実現を図る観点から在り方を検

討すること。

・今後、女性大学を継続する場合には、その目的を再確認した上で、それ■包括外部監査

に適合する事業内容を再検討すること。弁護士による補助

・ボランティアビューローについては、現状の活動内容が事業目的に適合事業の効果の検証

、 、 、するかどうかの検証を行い 適合していないとすれば 廃止等を含め

抜本的な検討を行うこと。 等

２ 法 律 相 談

(1) 札幌（北海道立女性プラザ）

実施年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

相談件数(女性) ７８ ９７ １０３ ７２ ( )12 月末

(2) 道内各地

実施年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

相談件数 ２３ １５ ２０ ３１

男性 ０ １ １ １

女性 ２３ １４ １９ ３０

函館市 室蘭市 深川市 帯広市 小樽市 帯広市 石狩市 室蘭市

旭川市 北見市 稚内市 網走市 函館市 留萌市 旭川市 函館市相談地域

帯広市 釧路市 函館市 釧路市 北見市 苫小牧市 帯広市 北見市

＜財団法人北海道女性協会実施分＞

【参考】

(平成２０年３月)＜第２次北海道男女平等参画基本計画＞

基本方向４ 相談・支援機能の充実

( ) 相談業務の充実1

また、男性からの相談対応について周知など配慮するとともに

相談しやすい環境の整備に努めます。

※北海道男女平等参画審議会の意見を踏まえ記載。


